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１．小規模事業者の現状

２．主な関連施策
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• 全企業数の99.7％が中小企業、84.5％が小規模事業者 ※１。

• 小規模事業者数は、10年で約50万者、5年で約20万者程度減少。

• 小規模事業者の業種割合は、卸・小売業やサービス業が6割程度。

小規模事業者の全体像

事業者数 従業者数

大企業
1.0万者
(0.3%)

1,438万人
(30.3%)

中小企業
336.5万者
(99.7%)

3,310万人
(69.7%)

うち
小規模事業者

285.3万者
(84.5%)

973万人
(20.5%)

※１ 小規模事業者は、おおむね常時使用する従業員の数が２０人（商業又はサービス業に属する事業を主た
る事業として営む者については、５人（宿泊業、娯楽業は除く））以下の事業者をいい、個人事業主や
フリーランスも含まれる。

※ ２ 経済センサスでは、フリーランス、ＳＯＨＯ等の外観で把握困難な事業所を補足することが難しい。
このため、税務統計と差が生じている。税務統計上は、営業等所得がある個人≒個人事業主数は４１２万
者（令和３年国税庁統計「申告所得税」）となる。

建設業

403,449 

14%

製造業

283,297 

10%

運輸業，郵便業

45,211 

2%

卸売業

144,201 

5%

小売業

427,267 

15%

不動産業，物品賃貸業

319,221 

8%

サービス業

1,066,743 

37%

その他の業種

166,788 

6%

事業者数・従業者数（2021年） 小規模事業者の業種別事業者数（2021年）図１ 図３

（出典）令和3年経済センサス-活動調査- 再編加工

（出典）各年中小企業白書及び令和3年経済センサス-活動調査- 再編加工より作成
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小規模事業者数の推移※２図２



２

• 人口密度が低い地方部ほど、小売業など地域生活を支える小規模事業者が多く存在。小規模事業者は地域のお祭り・
イベントなど広く地域活動に参加。

• ４～５割の地域住民が小規模事業者を通じて「地域とのつながり」を感じており、地域の課題解決に向けた中心的な
役割を担う存在としても、小規模事業者への期待は大きい。

地域の生活やコミュニティを支える小規模事業者

小規模事業者の地域活動への参加状況

地域のお祭り、イベント

消防団、防犯活動

PTA活動

38.4％ 35.5％

17.9％ 13.6％20.1％

12.4％

48.5％

13.6％

11.1％ 10.8％15.7％ 62.4％

人口密度区分別、存在確率

小規模事業者を利用することで地域とのつながりを感じるか

（出典）2024年版「小規模企業白書」

地域の課題解決に中心的な役割を担うことが期待される者

人口密度が低い地方部には、百貨店・総合スーパーはほとんど存在しないが、
青果店等の小売業は存在

小規模事業者を利用することで地域との繋がりを感じると地域住民の４～５割
が回答

小規模事業者は、地域のお祭り・イベントを始め、広く地域活動へ参加してい
る

小規模事業者や商工会・商工会議所は、地域の課題解決に中心的な役割を担う
ことを期待されている
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• 支援機関の活用効果は高く、支援機関は地域の事業者にとって重要な存在。

• 特に、地域に根ざし、比較的規模の小さい企業を中心に支援を行っている商工会・商工会議所は、 小規模事業者に
とっては特に身近で重要な存在。

小規模事業者を支える支援機関

37.8％ 49.4％

資料︓EYストラテジー・アンド・コンサルティング（株）「小規模事業者の事業活動に関する調査」

事業者における支援機関の活用状況（n=5,905）

顧客・会員の属する主な地域（支援機関属性別）

最も力を入れている支援対象事業者の従業員規模（n=2,079）

2023年の営業利益の見通し

（出典） 2024年版「小規模企業白書」概要

活用している
（n=5,117）

活用していない
（n=752）

51.5％

41.1％

29.1％

36.3％

資料︓EYストラテジー・アンド・コンサルティング（株）「小規模事業者の事業活動に関する調査」
（注）ここでいう「活用している」とは、事業活動における支援機関の活用状況について、「頻繁に活用している」又は「ある程度活
用している」と回答した事業者を指す。ここでいう「活用していない」とは、事業活動における支援機関の活用状況について、「どちらと
もいえない」、「あまり 活用していない」又は「活用していない」と回答した事業者を指す。

資料︓EYストラテジー・アンド・コンサルティング（株）「中小企業⽀援機関の現状と課題に関する調査」
（注）1.ここでいう「従業員規模」とは、常時雇用する従業員数を指す。
２.ここでいう上図の「その他」とは、⽀援機関属性について「都道府県等中小企業⽀援センター」、「中小企業団体中央会」、「コンサルタント」、「その他」と回答した⽀援機関の合計を指す。
３．ここでいう「近隣市区町村」とは、主たる事務所のある「同一市区長村」の行政区域と接している（同一都道府県内の）市区町村全部を指す。ここでの「近隣都道府県」とは、「同一都道府県」の行政区域と接している都道府県全部を指す。
４．顧客・会員の属する主な地域について「分からない」と回答した⽀援機関を除いている。
５．ここでいう下図の「その他」とは、⽀援機関属性について「都道府県等中小企業⽀援センター」、「中小企業団体中央会」、「コンサルタント」、「その他」と回答した⽀援機関の合計を指す。

事業者の８割以上が、支援機関を「頻繁に活用している」「ある程度活用して
いる」と回答

商工会・商工会議所では「5人以下」の企業を支援する割合が9割以上

支援機関を活用している事業者ほど利益は高い
「商工会・商工会議所」や「金融機関」は「同一市区町村」と回答する割合が
高い
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• 大企業、中小企業・小規模事業者ともに、春季労使交渉による賃上げ率は上昇基調。

• また、賃上げの実施状況を行っている中小企業・小規模事業者の割合も高まっている。

中小企業・小規模事業者の賃上げ状況①

（出典） 2025年版「小規模企業白書」（出典） 2025年版「小規模企業白書」

春季労使交渉による賃上げ率の推移 中小企業・小規模事業者における賃上げの実施状況



• 他方、賃上げ余力を高めるには付加価値額に占める営業純益の割合を高めることが必要であるが、「中小企業」は
「大企業」と比較してこの割合が低い。

• そのため、中小企業・小規模事業者の更なる賃上げ余力は、大企業と比較して厳しい状況といえる。

中小企業・小規模事業者の賃上げ状況②

5
（出典） 2025年版「小規模企業白書」

付加価値額の構成要素（企業規模別）
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• 小規模事業者において、原価構成・利益の把握に取り組んでいる事業者ほど、原材料費や人件費・労務費の増加分に
関する価格転嫁が進んでいる傾向。

• 根拠をもって価格交渉・適切な価格設定等を行うに際して、原価構成・利益の把握が重要であることが再確認できる。

中小企業・小規模事業者の賃上げ状況③

（出典） 2025年版「小規模企業白書」

小規模事業者における価格転嫁の状況（原価構成・利益の把握状況別）
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• 中小企業・小規模事業者ともに、最も重視する経営課題として「人材確保」が挙げられている。

• また、小規模事業者においても大半が人材について不足と感じている。

中小企業・小規模事業者の人材不足の状況①

（出典） 2025年版「小規模企業白書」

（出典） 2025年版「小規模企業白書」

最も重視する経営課題（企業規模別） 小規模事業者における、人材の過不足状況



• 従業員過不足DI(※)によると、中小企業・小規模事業者ともに人材の不足感があることが確認される。

• また、全ての業種で人手不足感を感じており、その課題の解消が求められることが分かる。

（※）従業員過不足DI︓従業員数の今期の水準について「過剰」と答えた企業の割合から「不足」と答えた企業を割合を引いたもので、人手不足感を表す。

中小企業・小規模事業者の人材不足の状況②

（出典） 2025年版「小規模企業白書」

8
（出典） 2025年版「小規模企業白書」

従業員数過不足DIの推移（企業規模別） 従業員数過不足DIの推移（業種別）
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• 大企業と比較して、中規模企業・小規模企業の方が借入金依存度が高い。加えて、大企業や中規模企業と比較し、小
規模企業は自己資本比率より借入金依存度が高い比率。

• 借入金が当面の運転資金（日常的な仕入・経費支払や赤字補填）として補填されていることが要因の1つと推察され
る。また、相対的に経営計画・事業計画の企画力が乏しいこともあり、成長資金（設備投資や販路開拓等）の借入が
しにくい状況があるものと考えられる。

（出典） 2024年版「小規模企業白書」 （出典） 日本政策金融公庫 総合研究所「『小企業の借入に関する調査』結果」

卸売業、小売業、飲※ 本調査における小企業について、製造業、サービス業、情報通信業、建設業、
運輸業は従業員20人未満の企業をいい、食店・宿泊業が従業員10人未満の企業いう。

資金調達構造の変遷（企業規模別） 小企業※における借入の資金使途（複数回答）

中小企業・小規模事業者のファイナンスの状況
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• 休廃業・解散件数は、2010年代後半以降減少傾向にあったものの、2023年に増加傾向に転じた。

• 従業員規模が小さい企業ほど、休廃業・解散件数が多く、5人未満の企業が8割、10人未満の企業が9割を占める。

休廃業・解散企業の従業員規模別割合

60,16859,70258,51959,225
56,103

54,70953,426

59,105

69,019
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300人以上 50～299人 20～ 49人 10～ 19人 5～ 9人 ～   4人

（％）

休廃業・解散件数の推移

5人未満企業
80.3%

5人未満企業
77.9%

資料︓（株）帝国データバンク「全国企業『休廃業・解散』動向調査」
（注）1 .（株）帝国データバンクが調査・保有する企業データベースのほか、各種法人データベースを基に集計したもの。休廃業・解散とは、倒産（法的整理）によるものを除き、特段の手続きを取らずに企業活動が停⽌
した状態を確認（休廃業）、若しくは商業登記等で解散（ただし「みなし解散」を除く）を確認できたものを指す。2．調査時点での休廃業・解散状態を確認したもので、将来的な企業活動の再開を否定するものではない。
また、休廃業・解散後に法的整理へ移行した場合は、倒産件数として再集計する場合もある。 3.（図１）「黒字」及び「赤字」の判定は休廃業・解散直前の当期純利益に基づく。4.（図２）各集計年のうち、代表者の年齢
が判明した企業を対象に集計している。5.（図２）ここでいう「ピーク年齢」とは、各年の休廃業・解散企業における経営者年齢のうち、最も多かった経営者の年齢を指す。

（件）

中小企業・小規模事業者の休廃業・解散・倒産の状況①
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• 休廃業・解散した企業を損益別に分類すると、黒字・赤字ともに増加。

• 黒字にもかかわらず休廃業・解散した企業の割合は、2024年は51.1％で、黒字かつ資産超過にもかかわらず休廃
業・解散した企業は、約15％存在している。

休廃業・解散企業の従業員規模別割合休廃業・解散件数の推移

15.2 13.9 14.7 15.5 17.0 16.0 15.1 16.0 16.2

40.5 40.6 41.3 39.9 40.1 40.2 39.2 35.9 34.9

44.3 45.5 44.0 44.6 42.9 43.8 45.7 48.1 48.9

0
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100
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休廃業・解散企業 損益別構成比

「黒字」休廃業かつ資産超過 「黒字」休廃業 「赤字」休廃業

(%)

資料︓（株）帝国データバンク「全国企業『休廃業・解散』動向調査（2024年）」
（注）休廃業・解散とは、倒産（法的整理）によるものを除き、特段の手続きを取らずに企業活動が停⽌した状態の確認（休廃業）、もしくは商業登記等で解散（ただし「みなし解散」を除く）を確認した企
業の総称。
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中小企業・小規模事業者の休廃業・解散・倒産の状況②
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• 2010年代以降、倒産件数は減少傾向にあったが、コロナ禍以降再び増加に転じ、2024年の倒産件数は10,006件。

• 2025年は、1月から11月までの時点で9,372件であり、2024年と比較して横ばい～微増のペースで推移。企業規模

別に見ると、従業員数が少ない小規模な企業の倒産が多い傾向。従業員数10人未満の企業の倒産が約9割を占める。

倒産件数の推移（従業員規模別）倒産件数の推移
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資料︓（株）東京商工リサーチ「全国企業倒産状況」
（注）1.ここでの「倒産」とは、企業が債務の支払不能に陥ることや、
経済活動を続けることが困難になった状態となること。
また、私的倒産（銀行取引停⽌処分、内整理）も倒産に含まれる。
2.負債総額1,000万円以上の倒産が集計対象。
3.2025年については、8月末時点の実績。

（件）

中小企業・小規模事業者の休廃業・解散・倒産の状況③
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• 指導内容の内訳推移からは、「労働」、「税務」、「金融」といった特定分野のものから、経営計画策定も含む「経
営一般」（複合的・総合的な内容）にかかる支援が増加。

経営指導員と指導内容

（出典） 日本政策金融公庫 総合研究所「『小企業の借入に関する調査』結果」

商工会の指導内容の内訳経営指導員の総数
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¸ 商工会・商工会議所が行う経営改善普及事業のうち、経営指導員の人件費、指導旅費、研修費、施設建設費等につ
いては、地方分権改革、三位一体の改革の流れを受け、都道府県に財源ごと移譲され、都道府県が地域の実情を踏
まえながら措置する仕組み。

¸ 移譲された当時と比較すると、地方交付税の基準財政需要額
※
と都道府県による商工会・商工会議所に対する補助

金額の実績は減少。

¸ 対応すべき課題が多様化・複雑化することにより経営指導員等の業務が質・量ともに急増しており、結果として人
件費等の絶対額が不足している状況。

経営指導員の人件費等

（億円）

（出典）全国連・日商調査データ等より中企庁で作成 全国連は予算額、日商は決算額ベース
※基準財政需要額 ＝ 各項目に下記の算式により計算した額の合算額

単位費用（単価）× 測定単位（国勢調査人口等）× 補正係数（人口規模や人口密度によるコスト差等を反映）

905.4 862.7 851.5 842.7 799.2 783.0 769.7 764.1 
712.6 713.2 717.8 729.0 733.6 749.0 752.6 765.7 758.7 761.8 772.6 

805.3 

1,010.1 

939.6 913.0 888.4 869.6 878.3 888.0 880.8 880.4 903.3 886.3 890.9 896.5 913.6 
862.8 858.6 858.2 861.1 
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１．小規模事業者の現状

２．主な関連施策
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¸ 小規模企業振興基本法は、中小企業基本法の基本理念にのっとり、小規模企業の振興について、事業の持続的発展を基本原則とした施策
の体系を構築。また、国は小規模企業の振興に関する施策を総合的に策定・実施する責務を有するとされている。

¸ 小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、小規模企業振興基本計画を定めることとしており、小規模企業を
めぐる情勢の変化、小規模企業の振興に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね５年毎に見直すこととしている。 （閣議決定
事項）

小規模企業振興基本法・小規模企業振興基本計画

第１章 小規模企業の振興に関する施策についての基
本的な方針

「現状認識」、「基本的考え方」、「４つの目標」を規定

第２章 小規模企業の振興に関し、政府が総合的かつ
計画的に講ずべき施策

「４つの目標」に従って、政府が講ずべき「重点施策」を規定

第３章 小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ
計画的に推進するために必要な事項

「政府以外を含めた必要な取組」として、「地方公共団体の責
務」、「小規模事業者の努力等」、「関係者相互の連携及び協
力」を規定

小規模企業振興基本計画
基本原則（第３条、第４条）
中小企業基本法の基本理念である「成長発展」のみならず、技術やノウハウの向上、 安定的な雇
用の維持等を含む「事業の持続的発展」を基本原則として位置づける。

国の責務（第５条）
小規模企業の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
関係行政機関は連携し、小規模企業に関する情報提供等を通じて国民の理解を深めるよう努める。

基本方針（第６条）
次に掲げる基本方針に基づき、小規模企業の振興に関する施策を講ずるものとする。
①需要に応じた商品の販売、新事業展開の促進
 ②経営資源の有効な活用、人材育成・確保
 ③地域経済の活性化に資する事業活動の推進
 ④適切な⽀援体制の整備

基本計画（第１３条）
小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本計画の策定
 一 小規模企業の振興に関する施策についての基本的な方針
 二 小規模企業の振興に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
 三 小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

小規模企業をめぐる情勢の変化、小規模企業の振興に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、
おおむね５年ごとに変更

小規模企業振興基本法
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小規模企業振興基本計画（第Ⅲ期）のポイント（令和７年３月）
¸ 現在、日本経済は大きく変化するチャンスを迎えており、「潮目の変化」の今、官民で国内投資と賃上げを継続し、デ

フレ脱却を実現できるか否かの正念場。賃金上昇が物価上昇を上回ることで消費が増加し、企業の国内投資が堅調なト
レンドを維持する好循環を定着させることが重要であり、小規模事業者もまた例外ではない。一方、小規模事業者の経
営を巡る環境は、「大幅な賃上げ」「少子高齢化・人口減少」「人手不足」など、急速かつ大規模な変化を遂げつつあ
る。

¸ こうした時代の転換点にあって、事業の拡大を目指す意欲的な事業者はもとより、事業を持続し地域を支え続ける事業
者においても、時代の変化に応じて経営力を向上させ、これまで以上に「稼ぐ力」を高めていく必要。小規模事業者の
「特性、強み」を発揮し、地域課題解決を含め「新たな需要が喚起される分野」に積極的に取り組むとともに、提供す
る付加価値に適切な価格を設定することにより、小規模事業者にとっても稼ぐ力を高める好機（ビジネスチャンス）と
なり、経営の自走化や地域経済の成長発展につながる。小規模事業者が減少する中でもその「機能」を育成・維持し、
地域経済を成長させ、社会を機能させる適応策を講じていくという考え方は、地方創生の理念とも合致。

¸ 経営資源に乏しい小規模事業者が、事業環境の変化を踏まえながら経営課題に単独で対応していくことは極めて困難で
あり、支援機関による伴走支援は一層その重要性を増しているが、身近な支援機関である商工会・商工会議所において
人員不足や支援ノウハウ・知見の不足が顕在化していることから、支援体制の強化（経営指導員等の人件費や商工会館
の施設整備費等の事業費の確保、デジタルツールの活用やナレッジ・ノウハウの共有等による支援の質の向上や業務効
率化、広域的な支援体制の構築等）を図っていく必要。また、地方公共団体が主体となり、支援機関同士が緊密に連携
し、地域で総力を挙げて取り組む必要。

¸ 頻発化・激甚化する自然災害からの早期の復旧・復興に向け、引き続き、国・都道府県・市町村が一体となった支援も
必要。

¸ これらを踏まえ、国が講ずべき重点施策として、「経営力の向上（経営者のリテラシー向上、取引適正化対策等）」
「支援機関の体制・連携強化」「多発する大規模災害等への対応」等を掲げるとともに、地域における産業政策の主体
としての自走化を目指し「地方公共団体の責務」を掲げた。
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小規模企業振興基本計画（第Ⅲ期）の構成

１．地方公共団体の責務【法第７条】 ２．小規模事業者の努力等【法第８条】 ３．関係者相互の連携及び協力【法第９条】

１．現状認識
２．基本的考え方
３．４つの目標【法第６条第１～４号】

（１）需要を見据えた経営力の向上  （２）経営資源の有効活用、人材の育成・確保
－経営者の意識改革、事業の持続的発展、意欲ある事業者の成長発展－       －新陳代謝の円滑化、事業継続力の強化、人手不足対応、多様な人材の育成・確保・活用－

（３）地域経済の活性化、地域住民の生活向上・交流促進 （４）支援体制の整備その他必要な措置
－地域の持続的発展、地域経済・生活・コミュニティの活性化－     －⽀援機関の体制強化、国と地方公共団体との連携強化、手続の簡素化－

２．経営資源の有効活用、人材の育成・確保に係る重点施策
【法第６条第２号】

（重点施策５） 起業・創業
（重点施策６） 事業承継・円滑な廃業・再チャレンジ
（重点施策７） 多発する大規模災害等への対応
（重点施策８） 事業継続力の強化
（重点施策９） 人手不足対応、人材の育成・確保・活用

４．支援体制の整備その他必要な措置に係る重点施策
【法第６条第４号】

（重点施策１３） ⽀援機関の体制・連携強化
（重点施策１４） 国と地方公共団体との連携強化
（重点施策１５） 手続きの簡素化・施策情報の提供

３．地域経済の活性化、地域住民の生活向上・交流促進に係
る重点施策【法第６条第３号】

（重点施策１０） 地域経済の活性化
（重点施策１１） 地域の生活・コミュニティの活性化
（重点施策１２） 地域課題解決の推進

１．需要を見据えた経営力の向上に係る重点施策
【法第６条第１号】

（重点施策１） 経営者のリテラシー（経営戦略・会計・知的 財産
等）向上

（重点施策２） 経営計画の策定
（重点施策３） 需要開拓・新事業展開
（重点施策４） 取引適正化対策

第１章 小規模事業者の振興に関する施策についての基本的な方針【法第13条第2項第1号】

第２章 小規模事業者の振興に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策（15の重点施策）【法第13条第2項第2号】

第３章 小規模事業者の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項【法第13条第2項第3号】
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Å 令和７年３月に小規模企業振興基本計画（第Ⅲ期）が閣議決定され、小規模事業者においても賃上げ余力を確保する
ために、経営力を向上させ、これまで以上に「稼ぐ力」を高めることが重要とされた。

Å これを踏まえた改正法令は、令和７年11月20日施行。

小規模事業者支援法＊1に係る法令改正（令和７年１１月）
(＊1 商工会及び商工会議所による小規模事業者の⽀援に関する法律)

小規模企業振興基本計画（第Ⅲ期）の主な変更点

（１）小規模事業者による地域特性（特産品、観光等）を踏まえた販路開拓等の更なる⽀援

⇒（対応）政令を改正し、小規模事業者⽀援法上の経営発達⽀援計画（商工会・商工会議所が策定）について、経

済産業局長に認定権限等を委任する規定を創設。

（２）⽀援機関の体制・連携の更なる強化

⇒（対応）省令を改正し、複数の商工会・商工会議所にまたがって経営指導を行う広域経営指導員*2制度を創設。

＊2 経営指導員よりも高い能力(中小企業診断士の資格保有)や十分な実務経験を持つもの。

（３）経営者のリテラシー（経営戦略、会計、知的財産等）向上

⇒（対応）小規模事業者⽀援法の基本指針（告示）に経営者のリテラシー向上を新たに位置付け。
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Å 商工会・商工会議所の広域的な連携を促進し、支援体制を強化することを目的として、「広域経営指導員」
※
を創設

（令和７年１１月）。
※中小企業診断士の資格保有している等の高い能力や十分な実務経験を有することが要件。

Å 広域経営指導員は、複数の商工会・商工会議所にまたがる支援計画の策定・管理・実行、各地の経営指導員への指導
による支援の質の向上等の役割を担う。

広域経営指導員の新設

＜広域経営指導員の役割の一例（イメージ）＞

広域経営指導員

小規模事業者

各地の経営指導員

支
援

支
援

計画策定等のサポート、
支援ノウハウの共有等

支
援
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Å 令和７年度において、商工会・商工会議所の支援体制の強化に向けて、①経営指導員等の給与引き上げ、②法定経営
指導員の拡充、③広域経営指導員の新設に要する地方交付税措置の拡充を実施。

Å 引き続き、経営指導員の人件費等の確保に必要な地方財政措置を講じていく。

経営指導員の人件費等に対する地方交付税措置

人事院勧告（令和６年８月８日付）を踏まえた
公務員給与の引上げに準じた経営指導員等の給
与引上げによる経費の増加を見込み、充実

広域的な⽀援体制の構築のため、広域経営指
導員※を新設（国家公務員4級相当）

広域経営指導員の主な役割
①広域の経営発達⽀援計画の策定・管理
②経営指導員の育成・指導
③高度な知見を活かした伴走⽀援 等

法定経営指導員数等の実態を踏まえ、拡充
（1,100人→2,000人）

①公務員給与の引上げに準じた経営指導員等の
給与引上げに要する経費

②法定経営指導員の拡充に要する経費 ③広域経営指導員の新設に要する経費

法定経営指導員
（手当）

法定経営指導員
（手当）

令和元～令和６年度まで 令和７年度以降

法定経営指導
員

（手当）

勤続年数

基
本
給

ベースアップ

＜令和７年度の地方交付税措置の内容＞
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¸ 賃上げを実現しようとする事業者に対して、１） 「かかりつけ医」である金融機関、支援機関側の積極的な働きかけ（プッシュ型）
により稼ぐ力を高める方法について、気づきの機会を提供し、２）「専門医」による寄り添った支援（伴走支援）を拡大。

¸ 徹底した伴走支援を通じた生産性向上・省力化投資等の抜本強化を行うことを経済対策で決定（赤文字部分を経済対策に盛り込み）。

賃上げを実現しようとする小規模事業者支援のための
伴走支援体制の強化

（参考）経済対策（2025年11月21日閣議決定）の該当箇所
今般の米国関税措置や事業環境の変化を踏まえ、プッシュ型による伴走支援体制を強化する。よろず支援拠点に生産性向上支援センター（仮称）を設置するほか、商工会・商工会議所をはじめと
した支援機関の体制強化を行うとともに、関係機関が連携した伴走支援のモデルを創出する。
これらにより、企業の成長や生産性向上への気付きを促し、全国津々浦々の中小企業・小規模事業者の賃上げを実現するサポート体制を整備する。

よろず支援拠点
全国４７都道府県に設置。専門家約1000人

「生産性向上を支援するセンター」の新設
生産性向上支援サポーターによる伴走支援

価格転嫁サポート窓口

中小企業活性化協議会
全国４７都道府県に設置。 相談員約450人

「早期経営改善計画」策定支援、協議会の体制強化

事業承継・引継ぎ支援センター
全国４７都道府県に設置 相談員約700人

「事業承継計画」策定支援・センターの体制強化

【かかりつけ医】

税理士等による
認定経営革新等支援機関

（約35,000者）

商工会・商工会議所等
（経営指導員約7,500人）

各金融機関 等
（地銀、信金、信組等）

商工会・商工会議所
年間406万件の経営指導の中で実施。

経営指導員約7,500人

経営指導員、外部専門家の経営相談体制強化

売上増

売上増

原価を簡単に計算できる
ツールに加え、省力化の
「デジタル支援ツール」を
新たに開発し、プッシュ型
で働きかけ

賃上げを支援する機関のネットワーク

寄り添った
支援

  ＜伴走支援＞

相談案件の
つなぎ

中小企業・小規模事業
者

【専門医】

積極的な働きかけによる
気づきの提供と相談対応

＜プッシュ型＞

【主な支援策】
（経済対策で強化）

¸生産性革命推進事業
・デジタル化・AI導入補助金
・持続化補助金 等

¸新事業進出・ものづくり補助金
¸省力化投資補助金
¸公庫等による金融支援
¸取引適正化の徹底

¸事業承継・M&A
補助金

業種毎の
生産性向上

価格転嫁

再生
再チャレンジ

事業承継

特設HP等を通じた気づき
の機会の提供

プッシュ型による気づきの
機会（健康診断）の提供と
関係機関連携のモデル事業
の実施、認定経営革新等支
援機関による想起経営改善
計画の策定支援（ V アッ
プ）

※重点支援地方交付金を活用した、
地方自治体による中小企業の賃上げ
環境整備の取組と相互に補完
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¸ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防⽌するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援
するため、自治体が地域の実情に応じて対策を講じられるよう、臨時の支援措置として創設。新型コロナ感染症５類
以降に伴い、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」として、エネルギー・食料品価格の物価高騰の影響を受
けた生活者や事業者への支援を実施。

¸ 国が定めた計算式により、都道府県・市町村への配分額が決まり、国が推奨事業メニューを示す方式。

¸ 令和７年度補正予算では、重点支援地方交付金に対して２兆円の措置を講じており、推奨事業メニューとして、
「中小企業・小規模事業者の賃上げ環境整備」を新設。

重点支援地方交付金

国

①交付限度額通知
都
道
府
県
・
市
町
村

②実施計画提出

➂執行

⑥実績報告

※事業終了後に、事業の実施状況及びその効果を公表することなど
を通じて、各自治体が住民等への説明責任を果たす

（生活者支援）
①食料品の物価高騰に対する特別加算
②物価高騰に伴う低所得者世帯・高齢者世帯支援
➂物価高騰に伴う子育て世帯支援
④消費下支え等を通じた生活者支援
⑤省エネ家電等への買い換え促進による生活者支援

（事業者支援）
⑥中小企業・小規模事業者の賃上げ環境整備
⑦医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等に

対する物価高騰対策支援
⑧農林水産業における物価高騰対策支援
⑨中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援
⑩地域公共交通・物流や地域観光業等に対する支援

【推奨事業メニュー︓令和７年度補正予算】

自治体が
地域の実情に応じて、

生活者や事業者に対して
支援措置を行う

重点支援地方交付金のスキーム
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重点支援地方交付金・推奨事業メニュー
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Å 全国各地域において物価高を超える賃上げを実現し、持続的な成長を実現するためには、特に、生活関連サービスを
含めて地域経済を下支えする小規模事業者の「稼ぐ力」の強化が必要であり、商工会・商工会議所、よろず支援拠点
などの支援機関による伴走支援に如何に誘導するかが重要。

Å そのため、プッシュ型による働きかけを積極的に行い、経営課題解決の最初の一歩である「気づきの機会」を提供。
具体的には都道府県等の地方公共団体のリードにより、地域の実情を踏まえた形で、巡回による相談、地方紙掲載や
インターネット広告などの広報といった、プッシュ型による働きかけを強化。

Å 併せて、支援機関間の協力体制の構築、経営課題解決の進捗管理の仕組みも整備。

Å これにより、地域におけるプッシュ型・伴走支援モデルの創出と固定化を目指す。

プッシュ型伴走支援体制の構築（自治体連携型補助金 「賃金引上げ対応型」の新設）

【R7補正予算53億円の内数】

事務局

小規模
事業者

相談増

プッシュ型による働きかけ

・巡回相談の強化

・広報（地方紙掲載、インターネット
広告など）の強化

※事務局は、商工会・商工会議所等の⽀援機関、信用
保証協会、地域金融機関や地方公共団体の外郭組織
等に設置することを想定。

※事務局には、地域金融機関、経営指導員、行政等の
OBの活用も想定。

よろず支援拠点
価格転嫁サポート窓口
生産性向上センター

商工会・商工会議所

中小企業活性化協議会

事業承継・引継ぎ支援センター

専門家

ビジネス
モデル

生産性
向上

価格転嫁

経営改善

売上げ増

事業再生

事業承継

労務管理

税務DX

経営課題の内容に応じて⽀援
機関に繋ぎ、伴走⽀援へ

１．補助上限額

都道府県 1億円～1.5億円※１

政令市 5000万円

市町村 2000万円

２．補助率

1/2、2/3※２

※１ 経営指導員の設置基準の見直しを行い、重点⽀援地方
交付金の活用を含め、事業開始後１年以内に経営指導員の
人員（定員）を５名以上増加させる場合など、一定の場合
に引上げ

※２ 財政力指数が平均値未満の場合に引上げ
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• 地域の中小・小規模事業者が、経営相談等の従来の課題に加え、省力化・賃上げ、エネルギー価格・物価の高騰、米
国関税等の足下の課題に適切に対応していくためには、身近な相談機関である商工会、商工会議所等の相談体制を強
化することにより、経営課題の解決を積極的に図っていくことが必要。

• 具体的には、社労士、中小企業診断士、エネルギー管理士、税理士といった当該分野への知見を有する専門家を派遣
することにより、商工会・商工会議所の相談体制の強化を図るとともに、指導力向上を推進。

• また、令和７年度補正予算においては、プッシュ型支援の強化の観点から、措置を拡充。

経営相談体制強化事業 【R7補正予算148億円の内数】

専門家等の募集

相談窓口・巡回相談 広報・講習会・セミナーの開催

謝金、旅費、広報費等を手当

ⱨ□▬♫fi◦ꜗ ⱪꜟꜝfi♫כ─▬ꜝ☻♩⅔ ╡
≢ⱪ꜠♀fi╩∆╢ ─▬ꜝ☻♩

指導員等に対する講習

事業者向け 事業者向け ⽀援機関向け

委嘱・任用

派遣・設置等上記全国団体
都道府県組織
単会組織

【活用する専門家等のイメージ】
・最低賃金引上げ
社労士、中小企業診断士、IT専門家、経営コンサルタン
ト、⽀援機関OB等

・米国関税対応等
税理士、中小企業診断士、会計士等

全国商工会連合会
日本商工会議所

全国中小企業団体中央会
全国商店街振興組合連合会

全国卸商業団地協同組合連合会

委託等 事業実施

https://1.bp.blogspot.com/-EJGuypnjAD0/WTd5CFRv3bI/AAAAAAABEsg/aluXqY1DPxQhU_fApbWe8fQQOlf78DBsACLcB/s800/soudan_financial_planner_old.png
https://4.bp.blogspot.com/-GqnDuLmoA3c/WzC-xTmTayI/AAAAAAABNEk/Syl_O0zkomsVOqBGgaAIBRrBYzkPP4DcwCLcBGAs/s800/presentation_kaigi_man.png
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• 商工会・商工会議所が行う経営発達支援計画・事業継続力強化支援計画の策定や認定支援計画に基づき実施する事業
について、伴走型補助金により支援。

①補助上限

経営発達⽀援事業 ︓ 上限 700万円

事業継続力強化⽀援事業 ︓ 上限 200万円

※広域連携⽀援に資する取組に限り、
補助上限＝上記の補助上限×共同で事業に取り組む

商工会等の数

②補助率︓ 定額

スキーム図

国
補助金

日商・
全国連

認定を受け
た商工会議
所・商工会

補助金

商品又は提供する役

務の内容、保有する技

術又はノウハウ、従業

員等の経営資源の内

容、財務の内容その他

の経営状況の分析

需要を見据えた事業計

画を策定するための指

導・助言、

当該事業計画に従って

行う事業の実効性向

上に必要な指導及び

助言

商品又は提供する役

務の需要動向、各種

調査を活用した地域の

経済動向に関する情報

の収集、整理、分析及

び提供

他の⽀援機関との連携強化や、⽀援ノウハウ及び経

営状況の分析結果等を共有する体制の構築

ＳＮＳやプレスリリース

等の広報、商談会や展

示会等を用いたブランド

形成・マーケティング、電

子商取引等の活用によ

る新たな需要の開拓

各種支援計画を策定・評価・見直しするために必要

な情報及び課題の収集・整理・分析
■平成27年度 155件
■平成28年度 662件
■平成29年度 906件

■平成30年度  1,178件
■令和元年度 1,390件

■令和２年度 1,441件
■令和３年度 1,461件
■令和４年度 1,432件
■令和５年度 1,463件
■令和６年度 1,440件
■令和７年度 1,428件

ハザードマップや全

国地震動予測地

図等を活用した、

事業活動に影響

を与える自然災

害等のリスクの

認識に向けた注

意喚起

損害保険の加入

等の自然災害等

が事業活動に与

える影響の軽減

に資する取組や

対策の普及啓発、

各種制度の情報

の提供

事業継続力強化

計画及び事業継

続計画（ＢＣ

Ｐ）の策定に関

する指導及び助

言

事業継続力強化
への取組に対する
フォローアップ

発災時の商工業

の被害状況の把

握・報告、

発災時の応急復

旧活動及び事業

継続力強化の取

組状況の確認

事業者間の事業

継続力強化に関

する知見の共有

経営発達支援事業

事業継続力強化支援事業

１．補助対象事業 ２．補助率等

３．採択件数

【R8当初予算案62億円の内数】伴走型小規模事業者支援推進事業（伴走型補助金）
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• 「省力化投資促進プラン」の着実な実行に向けて、来年度から、①デジタル支援ツールを活用したプッシュ型支援、
②ツール利用等をサポートする専門家等派遣、③生産性向上支援サポーターの伴走による専門的支援を措置。

• この際、中小企業庁は業種を問わない一般的な経営支援の枠組みを構築し、業所管省庁は、業種毎の特性を鑑みて当
該枠組みをアレンジ・活用することにより、中小・小規模事業者に向けた全国的なサポート体制を整備。

生産性向上に向けた全国的なサポート体制の整備 【R7補正予算148億円の内数】

生産性向上に向けた全国的なサポート体制

①デジタル支援ツールを活用したプッシュ型支援
・業所管省庁・業界団体・商工会・商工会議所・金融機関等の周知等の取組により、ツール活用を促進
・ツールの開発においては、業所管省庁の知見を反映

②専門家等派遣
・希望する事業者は、商工会・商工会議所に派遣される専門家等と一緒にツールを利用

③生産性向上支援サポーターの伴走による専門的支援
・希望する事業者に対して、伴走支援を実施
・業所管省庁において、業種毎のサポーター候補を確保
・中小企業庁において、上記業種以外の業種への対応も見据えた体制整備等の観点から、

一般的な伴走支援が可能なサポーター候補も確保

※業所管省庁による、独自の生産性向上支援に向けた取組（既存・拡充）も別途存在
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• 令和5年7月に全国のよろず支援拠点に設置した「価格転嫁サポート窓口」において、価格交渉に必要となる原価計
算の手法の習得支援や価格交渉に関する基礎的な習得支援を実施しているほか、全国47都道府県で価格交渉・価格
転嫁に関する講習会を実施。

• 中小機構や業界団体においても様々な価格転嫁⽀援ツールを提供。中小企業庁では、これらのツールや価格交渉のポイントをとりま
とめた「価格交渉ハンドブック」を作成し、商工会議所・商工会等に配布するなど、地域の⽀援機関等と連携した情報発信を実施。

中小企業の価格転嫁実現に向けた支援

■中小企業診断士等が、原価計算等について助言。相談対応実績︓
令和6年度 8,119件

■支援例

・原価管理の目的とその算出に係る考え方、製品原価の算出に必要
な情報の把握手法等について助言。

・個々の企業の実態を踏まえた、具体的な製品毎の原価の算出方法
等を提案。

■中小企業診断士等が価格交渉に役立つツールやポイントの解説、
実例を踏まえた具体的なアドバイス等を提供。

■対面/オンラインで開催し、令和6年度は約1万人が参加。

■価格転嫁検討ツール（中小機構）

⇒商品別・取引先別の収支状況を把握し、目指すべき取引価格を試算すること
で価格転嫁の必要性を可視化。

■価格交渉支援ツール（埼玉県）

⇒主要な原材料価格の推移を表示。34道府県から直接リンク。

■原材料・エネルギー等の価格転嫁促進ツール（日本自動車部品工業会）

⇒原材料、エネルギー、労務費等の価格推移と増減を表示。

■価格交渉ハンドブック（中小企業庁）

⇒これらのツールや価格交渉のポイントを一元的に掲載。

（よろず支援拠点に設置）価格転嫁サポート窓口

価格交渉講習会

価格転嫁支援ツールの例
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中小企業等向け補助金 一覧表 ※令和7年度補正等

売上規模 事業者数 売上拡大 高付加価値化

100
億
円
以
上

大企業 約1,300者

中堅企業 約0.9万者

中小企業 約4,500者

100億未満
｜

10億円
約9万者

10億円
｜

1億円
約60万者

1億円
｜

1,000万円
約140万者

1,000万円
以下

約140万者

持続化補助金
上限250万 補助率2/3

新事業進出・ものづくり補助金
上限9,000万 補助率1/2等

中堅等大規模投資補助金
【中堅向け】

【100億宣言企業向け】
成長加速化補助金
上限5億 補助率1/2

100億企業支援

V会社を急成長させたい
V上場を目指したい

V新商品をつくりたい
V海外展開したい
V異分野進出したい

V販路を広げたい
V商品をPRしたい

上限50億 補助率1/3

上限50億 補助率1/3

省力化投資
補助金

上限1億
補助率1/2等

デジタル化・
 AI導入
補助金

上限450万
補助率1/2等

事業承継・
M&A
補助金

上限2,000万
補助率1/2等

V人手不足に対応したい
V生産プロセスを見直したい

V承継前に事業を磨きたい
VM&Aの統合効果を出したい
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• 小規模事業者が、変化する経営環境の中で持続的に事業を発展させていくために、商工会・商工会議所と一体となっ
て経営計画を作成し、当該計画に基づいて行う販路開拓等の取組を支援。

小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）【R7補正予算3,400億円の内数】

① 伴走支援    ② 申請   ③ 事業実施        ④ 販路拡大

【商工団体の支援】
・申請に当たっては、商工会・商工
会議所の経営指導員が伴走⽀援。

＜現状分析＞
・自社の製品・サービスの販売状況
・顧客や競合の将来の見通し等

＜経営計画策定＞
・現状分析を踏まえ、販路拡大に
向けた経営計画の作成に際し助
言・指導等の実施

【補助目的】
・小規模事業者の販路拡大

【補助上限額】
・50～250万円

【補助率】
・2/3
（賃金引上げ特例において、赤字事業者3/4）

【補助対象経費】
・機械装置等費、広報費、展示会等出展費、
新商品開発費、委託・外注費など

【事業実施例】
・商品のHP制作、店舗の改装、展示会出展、
チラシ作成、商品開発など

【補助金活用による取引先等の動向】

【純利益の推移】

新規取引先
顧客を獲得

59.0％

新規取引先
顧客を獲得見込み

38.5％

見込みがない
2.5％

（持続化補助金採択事業者へのアンケート調査結果を基に中企庁作成）
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持続化補助金の活用事例

（出典）ミラサポPLUS Webサイト（経済産業省）
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¸ 持続化補助金の場合、直近の実績に基づくと、採択実績の平均額100万円に対して、売上げは約700万円（７倍）、
人件費引上げ原資となる粗利は約300万円（３倍）の押し上げ効果があるものと考えられる。

持続化補助金の効果検証

直近実績の分析・効果試算

• 第10回公募（令和5年2月採択）と第11回公募（令和5年4月採択）の事業のうち、事業完了後の１年間の 売上げ・粗利（売上げか

ら仕入れや製造原価を引いたもの）が報告されたもの約2,000件を対象（商工会分のみ）として、事業完了後の１年間の売上・粗利

の増減を集計・分析。

売上げ
申請前 平均値 増額 平均値（A） 増減率 平均値 申請前 中央値 増額 中央値 増減率 中央値

38,693千円 6,996千円 34% 19,072千円 2,078千円 16%

粗利
申請前 平均値 増額 平均値（B） 増減率 平均値 申請前 中央値 増額 中央値 増減率 中央値

17,548千円 3,387千円 33% 10,577千円 1,103千円 13%

※集計は、売上増減率又は粗利増減率の上位・下位それぞれ５％を除外。売上げ集計の対象は2,101件、粗利集計の対象は2,097件。 （参考）補助上限は500千円～2,500千円

採択実績の平均額 1,000千円（C）

売上げ押上げ効果 ︓ （A）／（C）＝6.99倍

粗利押上げ効果 ︓ （B）／（C）＝3.38倍
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• 経営指導を金融面から補完し、小規模事業者の経営改善を促進することを目的として創設された、無担保・無保証
人で利用できる制度。そのため、商工会・商工会議所の伴走支援を通じて経営指導を受けている小規模事業者に対
して、金融支援を実施。

• 信用力向上に向けてのファーストステップとして使われることも想定した制度。信用金庫等の民間金融機関からも
融資を受けられるようにしていくことも目標のひとつ。

• 小規模事業者持続化補助金の自己負担分や、つなぎ融資にも活用可能。

小規模事業者経営改善資金融資事業（マル経融資）【R8当初予算案26億円】

貸付限度額 2,000万円

貸付期間
設備資金・運転資金

10年以内（うち据置期間2年以内）

貸付金利 2.40％（令和8年2月2日現在）※

担保・保証人 無担保・無保証人

※毎月変動するため、詳細は日本政策金融公庫HPを参照

STEP１
伴走支援

商工会・商工会議所の会員・非会員に関わらず、相談を受けた小規模事
業者に対して、商工会・商工会議所等が伴走⽀援。

STEP２
推薦依頼

STEP３
推薦

STEP４
融資

商工会・商工会議所等にマル経融資の推薦を依頼。

商工会・商工会議所等で受付後、審査を経て、日本政策金融公庫へ推
薦。

日本政策金融公庫の審査を経て、日本政策金融公庫から
小規模事業者に融資。

制度概要 融資までの流れ
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• 地方公共団体が行う経営発達支援計画・事業継続力強化支援計画の策定や認定支援計画に基づき実施する事業に加
え、災害時（災害救助法適用又は局激指定）の施設・設備の復旧事業について、自治体連携型補助金により支援。

• 令和7年度補正予算において、最低賃金引上げ等の事業環境変化への対応を目的としたプッシュ型伴走⽀援に係る事業の枠を新
設（補助上限等を引上げ）。

地方公共団体による小規模事業者支援推進事業（自治体連携型補助金）
【R7補正予算53億円】【R8当初予算案14億円】

市町村における条例制定状況
（商工会地区）

※平成27年～30年の数値については、4月1日の制定数を
記載
※商工会地区の市町村数は、1,459
（出典）全国商工会連合会調査を基に作成

通常時 災害時

措置条件
中小企業・小規模企業振興条例の

制定
中小企業・小規模企業振興条例の

制定
災害救助法適用

局激指定
（令和６年度～）

（中小企業分野による指定）

対象事業
経営発達⽀援計画・事業継続力強
化⽀援計画の策定⽀援、実施事業

等

最低賃金引上げ等の事業環境変化への
対応を目的としたプッシュ型伴走⽀援、
実施事業等（令和7年度～）

施設・設備の復旧事業
施設・設備の復旧事業
※施設の建替も可

対象地域 申請都道府県・市町村内 申請都道府県・市町村内
災救法が適用された市町

村を
有する都道府県内

局激指定を受けた市町村を
有する都道府県内

対象者 小規模事業者 小規模事業者 小規模事業者 中小企業・小規模事業者

国 →
都道府県

補助上限

5,000万円
（令和7年度から広域的な⽀援を行う

場合、１億円）
（政令指定都市は2,500万円）
（市町村は1,000万円）

1億円
（一定要件を満たす場合に1.5億円）
（政令指定都市は5,000万円）

（市町村は2,000万円

１億円（令和５年度
～）

（令和4年度に5,000万
円を

通常時と別枠化）

５億円～40億円
※被災都道府県の被害の程度に

応じて引上げ
（令和7年度～）

負担割合 １︓1
１︓１

財政力指数が平均未満の場合
２︓１

2︓1以内
（令和4年度に通常時より

拡充）
2︓1以内

都道府県
→

事業者

補助上限 自治体が設定 自治体が設定 自治体が設定 自治体が設定

補助率 3/4以内で自治体が設定 3/4以内で自治体が設定
3/4以内で自治体が設

定
3/4以内で自治体が設定

図
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Å 「自治体連携型補助金」の災害時支援では、甚大な被害を及ぼす自然災害が発生した場合に、国が一定の範囲内で補
助。中小企業分野で「局激」指定された場合、現行では被災都道府県に対し５億円を上限として補助（令和６年度に
上限を１億円から５億円に引上げ）。

Å 本制度について、令和７年度補正予算において、以下の見直しを実施する予定。補助上限について、被災都道府県の
被害の程度に応じて上限額を引き上げるスキーム（※下表）に改正。

甚大化する豪雨災害等への対応（自治体連携型補助金（局激）見直し）

都道府県全体の
「中小企業被害額」／「中小企業所得推定額」

国→都道府県への補助上限額
【引上げ】

0.00～0.20％未満 ５

0.20以上～0.40％未満 １０

0.40以上～0.80％未満 ２０

0.80以上～1.20％未満 ３０

1.20%以上 ４０

（億円）



͓ ▄ˢ ḼỘʾ ṛ ⱧỘּי ḩ ▄ˣ

¸ ḼỘ ᴥ ᴟ Ỳχᶈ ˲3,400ᴑדχ ˳

― 売上高100億円を超える中小企業（100億企業）創出に向けて、飛躍的
な成長を志向する企業に対する財政支援を実施

¸ ṛ Ɫ◦4,121˲כᴑדˢ ṛ2,000ᴑדʺṌ 2,121ᴑדˣ˳

― 中堅・中小企業が、賃上げに向けた省⼒化等による労働⽣産性の抜本
的な向上と事業規模の拡⼤を図るための⼤規模な投資に対する支援を
継続（新規公募分として基金2,000億円を措置し、 100億宣言企業向け
に、うち1,000億円程度を確保）

¸ ▀ ΰ χ◦כˢ ▀ ᶗ ⱧỘχΞκʺДЅЌиᴟʾAI Ỳʺ

ⱱ ᴟ ỲʺⱧỘ ὋʾM&A Ỳˣ˲3,400ᴑדχ ˳

― ⽣産性向上に向けて、デジタル化や、販路開拓、事業承継・M&Aに係
る設備投資等を後押しするとともに、物価高や米国関税影響を踏まえ
たソフト支援を実施

¸ ᶗ ᵫ Ϟ ⱧỘ Ṍ˲כ◦ ṁỲχᶨ ˢ1,200ᴑדṛ ˣ˳

― 中小企業等の革新的製品・サービス開発や海外を含む新市場への進出
等に係る設備投資等を支援

¸ ᴟ Ɫ◦כ˲Ṍ ṁỲχᶨ ˢ1,800ᴑדṛ ˣ˳

― 人手不足に対応し、省⼒化に資する設備投資を支援。業種別の「省⼒
化投資促進プラン」を踏まえ、従業員規模ごとの補助上限額の見直し
などを実施

¸ ФАЄвἷτϢϥ χכ◦ ếᴟ ˲376ᴑדχ ˳

― 支援機関（商工会・商工会議所、認定支援機関、よろず支援拠点（⽣
産性向上支援センター含む）、活性協、承継センター等）の体制強化

― 支援機関連携を通じた自治体による伴走支援モデルの創出
― 賃上げ特設サイトやチラシ等を活用した気づきの機会提供の強化

¸ τΣΪϥЮИв˔ ˲152ᴑד˳

― 経営改善や事業再⽣に取組む中小企業や、民間金融機関やモニタリ
ング能⼒を有する者との連携強化を行う中小企業等の借入に対して
信用保証協会が保証を行い、当該保証に係る保証料の補助を実施

¸ ├Ỳ ῝ᾫ τϢϥⱢỲἣϤ◦כⱧỘ˲40ᴑד˳

― 日本政策金融公庫等において、米国関税措置の影響を受けた事業者
等に対して資金繰り支援を実施

¸ σϤϩΜ™ὺ◦כⱧỘ τϢϥ ← ӽχ ọ◦268˲כᴑד˳

― 令和６年能登半島地震等、令和３年・令和４年福島県沖地震、令和
２年７月豪雨により被害を受けた中小企業等が行う施設・設備の復
旧・復興を支援

¸  ộὣ◙ ←ᵲϒχ◦כᶈ ˲53ᴑדχ ˳

― 局激指定災害に関する自治体連携補助金の補助上限引上げや災害救
助法適用を受けた災害からの復旧支援

͍ʽ Ɫ◦כ

͎ʽ ▀ ΰ ʾ ᴟ Ɫ◦כ

͏ʽ כ◦

͑ʽⱢỲἣϤ◦כ

͐ʽ︡ԏ ᴟ

͒ʽ←ᵲ◦כ

ᶛ8,364ᴑדʺṌ ṁỲχᶨ Ϭḯϛ ͍ 1,300ᴑד

¸ Ḃ῝ Ϝḯϛθᴣᶊ ᴩʾ︡ԏ ᴟχ σϥ ˲7.6ᴑד˳

― 2026年１月施行の中小受託取引適正化法・受託中小企業振興法の周
知徹底と厳正な執行

― 下請Ｇメンによる取引実態調査、価格交渉促進月間フォローアップ
調査等による発注者への指導等の徹底

― 国・地方自治体において、民間への請負契約等の単価見直しや、単
価・発注における物価上昇を踏まえた予定価格等の予算確保、最低
制限価格制度及び低入札価格調査制度の基準等の見直しを行う

̞ Ṝχ☼├τᴥΠʺ כ◦ ῖ Ỳχᶨ Ϭ 35
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